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越前町公 共工事の 入札及び 契約の適 正化に関 する要綱  

平成１７ 年２月１ 日  

訓令第２ ６号  

改正  平 成２７年 ４月１日 訓令第２ ７号  

平成２９ 年３月２ ８日訓令 第１号  

令和４年 ３月３１ 日訓令第 ４号  

（目的）  

第１条  越前町が 発注する 公共工事 の入札及 び契約等 について 、公共工

事の入札 及び契約 の適正化 に関する 法律（平 成１２年 法律第１ ２７ 号 。

以下「適 正化法」 という。 ）に基づ き、入札 及び契約 の過程等 に関す

る情報の 公表や適 正な施工 体制の確 保のため の現場点 検等の措 置を義

務付ける こと等に より、入 札・契約 の適正化 を促進し 、公共工 事に対

す る 住 民 の 信 頼 の 確 保 と 建 設 業 の 健 全 な 発 達 を 図 る こ と を 目 的 と す る 。 

（基本原 則事項）  

第２条  公共工事 の入札・ 契約等は 、次の事 項を基本 原則とし て適正化

を図る。  

（１）  入札・契 約の過程 、契約内 容の透明 性の確保  

（２）  入札参加 者間の公 正な競争 の促進  

（３）  談合その 他の不正 行為の排 除の徹底  

（４）  公共工事 の適正な 施工の確 保  

（情報の 公表）  

第３条  公表の内 容につい ては、次 のとおり 取り扱う ものとす る。  

（１）  毎年度の 発注見通 しの公表  

ア  対象 とする工 事は、当 該年度に 発注が見 込まれる 工事で、 予定

価 格 が １ ３ ０ 万 円 を 超 え る 全 て の 工 事 と し 、 閲 覧 に 供 す る 文 書 は 、 

年度発注 予定工事 一覧表（ 様式第１ 号）に よ る。な お 、公表 す る内

容は、公 表する時 点の予定 であり、公表した 後に変更 又は追加 が あ

る場合は 、直近の 公表時期 に公表事 項の見直 しの公表 を行うも の と

する。  

イ  公表 の時期は 、原則と して毎年 度４月、 ７月、１ ０月及び １月

の４回と する。た だし、特 に必要と 認めたと きは、こ の限りで ない 。  
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ウ  公表 の方法は 、掲示・ 閲覧又は インター ネットを 利用して の閲

覧に供す るものと する。（ 以下、公 表文書の 公表方法 は同じ。 ）  

エ  閲覧 期間は、 当該年度 の３月３ １日まで とする。  

オ  公共 の安全と 秩序維持 に密接に 関連する 工事であ って、地 方公

共団体の 行為を秘 密にする 必要があ る工事に ついては 、公表除 外 工

事とする ことがで きる。  

カ  当該 年度の工 事に必要 な土地等 の取得が 未了であ る工事、 工事

に必要な 地元の関 係者等と の協議・調整や埋 蔵文化財 が未了で あ る

工事、災 害発生直 後等で緊 急的に行 う工事、補助事業 等で国の 認 可

が未了で ある工事 等は、当 該年度に 発注が見 込まれる 工事に該 当 し

ない公共 工事とす る。  

（２）  設計額の 事前公表  

ア  競争 入札に付 する工事 及び工事 に係る調 査、設計 、測量等 の委

託業務（ 以下「工 事等」と いう。）について は、原則 として全 て 設

計額を入 札前に公 表するも のとする 。  

イ  公表 の方法は 、一般競 争入札及 び公募型 指名競争 入札にあ って

は入札公 告（様 式 第２号 、様式第３ 号）に 、指名競争 入札にあ って

は指名通 知（様式 第４号）にそれぞ れ設計額 を記載す るものと する 。 

（３）  入札結果 等の公表  

ア  入札 結果の公 表の対象 は、競争 入札に付 した工事 等で予定 価格

が１３０ 万円を超 えるもの で、入札 結果一覧 表（様式 第５号）に よ

り公表す るものと する。た だし、工 事希望型 一般競争 入札に付 し た

工事等で １３０万 円を超え るものに ついては 、入札情 報サービ ス シ

ステムに より公表 するもの とする。  

イ  予定 価格は、 入札結果 一覧表に おいて事 後公表と し、最低 制限

価格を設 けた場合 は、最低 制限価格 は公表し ない。な お、最低 制 限

価格を下 回った者 があった 場合は、入札結果 一覧表で「最低制 限 価

格  失格 」と記載 する。  

ウ  競争 入札に付 した工事 等で予定 価格が１ ３０万円 を超える もの

に係る指 名理由に ついては 、指名の 理由の公 表（様式 第６号）に よ

り入札結 果一覧表 と併せて 公表する 。  
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エ  一般 競争入札 において 、入札に 参加させ なかった 者の名称 及び

理由につ いても一 般競争入 札参加資 格認定者 一覧表（ 様式第７ 号 ）

により公 表する。  

（４）  契約内容 の公表  

ア  予定 価格が１ ３０万円 を超える 工事等の 請負契約 を締結し たと

きは、そ の契約内 容を遅滞 なく公表 する。な お、議会 に付すべ き 契

約につい ては、議 会の議決 が得られ 次第、公 表するも のとする 。  

イ  契約 内容の公 表は、当 該工事等 の請負契 約書の写 しに、工 事種

別及び当 該工事等 の概要を 記載した 文書を添 付して行 う。  

ウ  金額 の変更を 伴う変更 契約を締 結した場 合は、当 該工事等 の変

更契約書 の写しに 、工事種 別及び当 該工事の 概要、変 更の理由 を 記

載した文 書を添付 して行う 。  

（適正な 施行の確 保）  

第４条  公共工事 の適正な 施工の確 保のため 、受注者 は次の事 項を遵守

して施行 体制の適 正化を図 る。  

（１）  公共工事 について は、一括 請負を禁 止する。  

（２）  施工体制 台帳の作 成義務が ある公共 工事の受 注者は、 作成し

た施工体 制台帳の 写しを発 注者に提 出しなけ ればなら ない。  

（３）  発注者か ら、施工 技術者の 設置の状 況その他 の工事現 場の施

工体制が 台帳の記 載に合致 している か否かの 点検を求 められた とき

は、これ を受ける ことを拒 んではな らない。  

（４）  施工体系 図の掲示 について は、工事 現場の工 事関係者 が見や

すい場所 及び公衆 が見やす い場所に 掲げなけ ればなら ない。  

（不正行 為の排除 の徹底）  

第５条  入札及び 契約等に 関し不正 行為があ った場合 は、次の 事項によ

る不正行 為等に対 する措置 を行う。  

（１）  発注する 公共工事 の入札及 び契約に 関し、私 的独占の 禁止及

び公正取 引の確保 に関する 法律（昭 和２２年 法律第５ ４号）第 ３条

又は第８ 条第１項 第１号に 違反する 行為があ ると疑う に足りる 事実

があると きは、公 正取引委 員会に当 該事実を 通知しな ければな らな

い。  
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（２）  発注する 公共工事 の入札及 び契約に 関し、当 該工事の 受注者

である建 設業者に 次のいず れかに該 当すると 疑うに足 りる事実 があ

るときは 、当該建 設業者が 業の許可 を受けた 国土交通 大臣又は 都道

府県知事 及び当該 事実に係 る営業が 行われる 区域を管 轄する都 道府

県知事に 当該事実 を通知し なければ ならない 。  

ア  建設 業法（ 昭 和２４年 法律第１ ００号 ）第２８条 第１項第 ３号、

第４号、 第６号か ら第８号 までのい ずれかに 該当する こと。  

イ  適正 化法第１ ３条第１ 項若しく は第２項 、建設業 法第２４ 条の

７第４項 、同条第 １項若し くは第２ 項、建設 業法第２ ６条又は 第 ２

６条の２ の規定に 違反した こと。  

（３）  指名停止 を行った 場合の相 手方の名 称、理由 、期間に ついて

は、工事 検査室に おいて閲 覧に供す る。  

（４）  専任配置 技術者の 専任制の 確認につ いては、 契約締結 前の確

認に加え 、現場へ の立入り 点検を行 っていく 。  

（その他 ）  

第６条  この訓令 に定める もののほ か、必要 な事項は 、町長が 定める。  

附  則  

この訓令 は、平成 １７年２ 月１日か ら施行す る。  

附  則（ 平成２７ 年４月１ 日訓令第 ２７号）  

この訓令 は、公布 の日から 施行する 。  

附  則（ 平成２９ 年３月２ ８日訓令 第１号）  

この訓令 は、平成 ２９年４ 月１日か ら施行す る。  

附  則  

この訓令 は、令和 ４年４月 １日から 施行する 。  
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